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Ｑ：たとえば、100％子会社同士の合併が行われた場合の親会社の個別財務諸表での開示はどうなりますか。 
 
Ａ（会計士）：親会社にとっては投資先の合併であり、親会社の個別財務諸表における開示は不要と考えます。ただ、

親会社が業績の悪い子会社に対する債権に貸倒引当金を設定している、あるいは投資損失引当金を設定してい

る場合で、当該子会社が業績の良い他の子会社と合併すると、業績の改善ではなく合併の結果として、親会社の

個別財務諸表上、貸倒引当金や投資損失引当金の戻入益が発生することもありえます（複数の事業子会社が株

式移転を行い、中間持株会社を設立した場合も同様のことがいえる）。このような場合には、親会社の損益計算

書（特別損益の内容の注記）などで、注記の要否を検討することが必要だと考えます。 
 
 
組織再編に関する注記と会社法 
 
Ｑ：会社法（会社計算規則）では、重要な後発事象など一部の事項を除き、企業結合・事業分離等に関する注記は特

に求められていませんね。 
 
Ａ（会計士）：はい。ただ、会社法は、非上場の企業も対象とした開示ルールを定めていますので、多数の利害関係者

がいる上場会社においては、追加開示すべき情報がないかどうかを検討することが適当です。この場合の追加開

示される注記は会社計算規則 116 条の「その他の注記」に該当します。 
 
 
「取得」とされた企業結合の注記－ プロフォーマ情報 
 
Ｑ：取得による企業結合が行われた場合、「企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当期の連結損益計算書

への影響の概算額」（以下「プロフォーマ情報」という。）が求められる場合がありますね。 
 
Ａ（会計士）：はい。この注記は、統合後の企業の業績推移の把握に役立つ情報を開示することが目的なので、【図表

1】の「連結 P/L に反映されていない部分」の影響が大きい場合、すなわち、被取得企業の規模が大きい、あるい

は年度末近くに買収が行われた場合には、その開示が必要となるケースが多くなります。なお、この注記は合併

や株式交換により子会社化する場合のほか、株式を現金で取得して子会社化する場合にも当然に適用されます

ので、注記が漏れないように留意する必要があります。 
 
 
【図表 1】プロフォーマ情報 

出所：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成 
 
 
Ｑ：連結損益計算書への影響の概算額はどのように算定するのですか。 
 
Ａ（会計士）：この注記は、もし、企業結合が期首に実行されていたら当期の連結損益計算書はどのような概算数値

になっていたのか、という仮定の数値です。このような計算方法の重要な前提条件の考え方と例示については適

用指針に記載されています。たとえば、期首にさかのぼって被取得企業の資産・負債の時価を改めて算定する必

要はない、被取得企業の期首から企業結合日までの収益及び期間損益を基礎とする、取得企業が通常の努力

で入手可能な情報を使用する、企業結合のシナジー効果を期首にさかのぼって算定しない、などがあります。な

お、この情報は会計監査が困難な場合もあり、その場合には、金商法上は監査されていない旨を連結財務諸表

に注記するという対応が認められています。ただし、会社法監査においては、当該注記を監査証明の対象から除

くことはできないので、そもそも計算書類には注記しないようにします（監査人の監査対象ではない事業報告に記

載することはできる）。 
 

取得企業

被取得企業 連結P/Lに反映されていない部分

期首
▼

企業結合日
▼

期末
▼

網掛け：取得企業の連結損益計算書に反映されている部分
当期の連結損益計算書に反映されていない部分（二重枠の部分）が重要な場合にプロフォーマ情報の開示が求められることになる。
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその

グループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、

デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグルー

プのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。ま

た、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとし

ています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、

さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイト

は、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune 

Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家については、

Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体

です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳

細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応す

るものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。

個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠

して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 
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事業分離における分離元企業の注記－分離事業に関する損益情報 
 
Ｑ：重要な事業分離が行われた場合、分離元企業の注記として、その年度の損益計算書に計上されている分離した

事業に係る損益の概算額の注記が求められていますね。 
 
Ａ（会計士）：はい。これは【図表 2】の「連結 P/L に反映されている分離事業に係る損益」の概算額の開示で、分離元

企業の業績推移の把握に役立つ情報の開示が目的です。この注記は、先ほどのプロフォーマ情報とは異なり、監

査対象となることに留意する必要があります。 
 
 
【図表 2】分離事業に係る損益情報 

出所：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成 
 
Ｑ：連結財務諸表を作成する会社の子会社が企業結合を行った結果、その会社が子会社に該当しなくなる場合（連

結から除外）には、その年度において、分離事業に係る損益情報と同様、一定の事項の記載が求められますね。 
 
Ａ（会計士）：はい。事業分離における分離元企業と、子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業

の株主（親会社）とでは、経済的効果が実質的に同じであることから、両者の会計処理及び注記事項も整合的な

ものとしたためです。その注記がもれないように留意する必要がありますね。 
 
 
以 上 
 
本文中の意見や見解に関わる部分は私見であることをお断りする。 
 
 
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
M&A 会計実務研究会 萩谷和睦 森山太郎 

分離元企業
継続事業

移転事業 連結P/Lに反映されている分離事業に係る損益

期首
▼

事業分離日
▼

期末
▼

網掛け：分離元企業の連結損益計算書に反映されている部分
二重枠が注記対象となる部分である。
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